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と
協
議
を
進
め
て
い
く
。
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問
専
門
性
の
高
い
業
務
が
多

く
臨
床
心
理
士
な
ど
の
人
材

も
必
要
だ
が
、
職
員
体
制
に

つ
い
て
条
例
に
規
定
す
る
必

要
は
な
い
の
か
。

答
本
条
例
は
、
公
の
施
設
と

し
て
の
設
置
や
そ
の
管
理
に

関
す
る
事
項
を
規
定
す
る
も

の
で
あ
り
、
職
員
体
制
等
の

運
営
面
に
係
る
規
定
は
規
則

等
で
定
め
る
も
の
と
考
え
て

い
る
。
職
の
設
置
に
係
る
規

定
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
検

討
し
て
い
き
た
い
。

問
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

の
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
に
つ

い
て
伺
う
。

答
新
た
な
児
童
発
達
支
援
セ

ン
タ
ー
は
、
相
談
支
援
機
能
、

地
域
支
援
機
能
、
通
所
支
援

機
能
の
３
つ
を
柱
と
し
て
事

業
を
進
め
て
い
く
。
障
害
の

あ
る
児
童
や
家
族
が
必
要
な

支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

地
域
の
保
育
所
や
幼
稚
園
、

地
域
療
育
セ
ン
タ
ー
、
医
療

機
関
、
民
間
通
所
支
援
事
業

所
等
と
連
携
し
て
い
き
た
い
。
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問
費
用
負
担
に
つ
い
て
ど
の

相
談
支
援
や
言
語
訓
練
等
の

個
別
支
援
で
継
続
的
に
フ
ォ

ロ
ー
し
て
い
く
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
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問
施
設
の
新
築
移
転
に
当
た

り
、
利
用
者
の
保
護
者
等
に

は
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に

説
明
を
行
っ
て
き
た
の
か
？

答
保
護
者
会
や
施
設
整
備
の

説
明
会
な
ど
の
意
見
交
換
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
新

施
設
へ
の
要
望
等
を
聴
き
、

で
き
る
限
り
基
本
計
画
や
設

計
に
反
映
す
る
よ
う
努
め
て

き
た
。
事
業
の
進
捗
状
況
に

つ
い
て
も
保
護
者
会
の
場
で

逐
次
報
告
を
行
っ
て
き
た
。

問
開
園
に
向
け
て
の
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

答
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に

指
定
申
請
が
必
要
と
な
り
、

申
請
に
当
た
っ
て
は
、
実
施

事
業
を
規
定
し
た
条
例
等
を

提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
条

例
が
可
決
さ
れ
た
の
ち
、
児

童
発
達
支
援
お
よ
び
保
育
所

等
訪
問
支
援
に
つ
い
て
は
、

県
と
協
議
を
進
め
て
い
く
。

障
害
児
相
談
支
援
、
計
画
相

談
支
援
お
よ
び
基
本
相
談
支

援
に
つ
い
て
は
、
市
関
係
課

問
従
来
の
あ
け
ぼ
の
・
ひ
か

り
児
童
園
の
事
業
と
比
較
し

て
充
実
が
図
ら
れ
る
事
業
は
。

答
通
園
に
よ
る
児
童
発
達
支

援
以
外
に
、
新
規
に
、
集
団

生
活
適
応
の
た
め
の
保
育
所

等
訪
問
支
援
、
心
身
の
発
達

や
障
害
に
関
す
る
基
本
相
談

支
援
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
を
支
援
す
る
障
害
児
相
談

支
援
お
よ
び
計
画
相
談
支
援

な
ど
を
実
施
す
る
こ
と
で
、

地
域
を
支
援
す
る
機
能
の
充

実
等
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

問
障
害
児
か
ど
う
か
分
か
ら

な
い
段
階
の
子
ど
も
や
そ
の

保
護
者
の
利
用
は
。

答
児
童
発
達
支
援
や
保
育
所

等
訪
問
支
援
の
利
用
に
は
、

障
害
児
通
所
給
付
決
定
が
必

要
で
あ
り
、
障
害
者
手
帳
や

医
師
の
診
断
書
等
に
よ
る
確

認
を
要
す
る
が
、
発
達
等
が

気
に
な
る
段
階
の
場
合
に
は
、

よ
う
に
検
討
し
た
の
か
。

答
庁
内
の
検
討
組
織
で
計
７

回
会
議
を
開
催
し
検
討
し
た
。

法
定
サ
ー
ビ
ス
は
基
準
算
定

額
に
よ
り
費
用
を
求
め
、
市

単
独
事
業
は
無
料
と
し
た
。

問
市
民
や
利
用
者
の
声
を
ど

の
よ
う
に
反
映
さ
せ
た
の
か
。

答
利
用
者
や
施
設
職
員
、
有

識
者
に
意
見
を
聴
き
、
施
設

整
備
計
画
を
策
定
し
た
。
主

な
内
容
は
、
児
童
が
過
ご
す

指
導
室
や
遊
戯
室
を
南
向
き

の
１
階
に
配
置
し
た
こ
と
、

現
行
よ
り
多
い
言
語
聴
覚
室

や
訓
練
室
、
立
位
や
座
位
が

困
難
な
児
童
の
た
め
の
床
暖

房
の
整
備
な
ど
で
あ
る
。

問
新
た
な
施
設
を
設
置
す
る

こ
と
に
よ
る
効
果
を
伺
う
。

答
狭
あ
い
化
し
た
施
設
の
改

善
等
が
図
ら
れ
、
送
迎
等
の

利
便
性
が
向
上
す
る
。
さ
ら

に
、
新
た
な
地
域
支
援
の
事

業
で
関
係
機
関
と
の
連
携
を

進
め
る
こ
と
で
、
障
害
児
支

援
環
境
の
充
実
が
図
ら
れ
る
。

０
０
円
増
。
50
代
夫
婦
と
子

ど
も
２
人
の
４
人
家
族
で
は
、

所
得
１
０
０
万
円
で
１
万
１

０
０
円
増
、
所
得
２
０
０
万

円
で
１
万
９
７
０
０
円
増
、

所
得
３
０
０
万
円
で
２
万
８

１
０
０
円
の
増
で
あ
る
。

問
市
は
国
に
対
し
ど
の
よ
う

な
要
望
を
し
て
い
る
の
か
。

答
国
保
へ
の
国
庫
負
担
の
一

層
の
増
額
、
毎
年
約
３
４
０

０
億
円
の
公
費
投
入
、
子
ど

も
に
係
る
均
等
割
保
険
料
軽

減
制
度
創
設
等
を
要
望
し
た
。

問
国
保
加
入
者
の
所
得
状
況

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
平
成
30
年
度
の
当
初
課
税

で
被
保
険
者
１
人
当
た
り
の

総
所
得
金
額
は
、
89
万
４
７

８
７
円
、
１
世
帯
当
た
り
１

４
０
万
９
９
３
７
円
で
あ
る
。

問
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
は
ど
う

増
額
と
な
る
の
か
。

答
50
代
夫
婦
２
人
家
族
で
は
、

所
得
１
０
０
万
円
で
９
９
０

０
円
増
、
所
得
２
０
０
万
円

で
１
万
７
３
０
０
円
増
、
所

得
３
０
０
万
円
で
２
万
３
３
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国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

職
員
体
制
に
つ
い
て
配
慮
し
、

児
童
の
発
達
に
応
じ
た
保
育

を
行
う
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、

保
護
者
へ
の
支
援
が
必
要
な

場
合
は
、
保
護
者
と
の
連
絡

を
密
に
す
る
こ
と
や
、
必
要

な
支
援
が
行
え
る
よ
う
関
係

機
関
と
連
携
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
と
考
え
る
。

問
認
定
こ
ど
も
園
は
、
自
己

評
価
、
外
部
評
価
の
公
表
等

を
通
じ
て
教
育
お
よ
び
保
育

の
質
の
向
上
に
努
め
る
と
あ

る
が
、
評
価
に
お
け
る
施
設

側
の
デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

答
自
己
評
価
に
つ
い
て
は
、

客
観
性
が
保
た
れ
な
い
こ
と
、

外
部
評
価
に
つ
い
て
は
、
施

設
を
選
択
す
る
際
の
基
準
と

な
り
、
入
所
申
請
等
の
偏
在

化
の
懸
念
が
デ
メ
リ
ッ
ト
と

し
て
考
え
ら
れ
る
。
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【
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公
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